
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

浪
岡
フ
ァ
ミ
リ
︱
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
稲
村
一
六
二
番
地
八

令
和
七
年
七
月
一
日

二 

六  

二
十

七   

七  



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
青
森
新
田
店

青
森
市
新
田
二
丁
目
二
番
一
六
号

令
和
七
年
七
月
一
日

サ
ン
ケ
ア
薬
局
城
下
店

八
戸
市
城
下
四
丁
目
九
番
六
号

令
和
七
年
七
月
一
日

六  

二
十

七   

七  



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
　
三
内
店

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
五
番
地
六
ハ
ッ
ピ
︱
ビ

ル
一
階

令
和
七
年
六
月
十
六
日

上
磯
調
剤
薬
局

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
下
蟹
田
五
六
番
三

令
和
七
年
六
月
一
日

上
磯
調
剤
薬
局
　
三
厩
店

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
三
厩
新
町
六
番
三

令
和
七
年
六
月
一
日

六  

二
十

七   

七  


